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３．３候補地を調査するための補正予算の検討

市は最終候補地を決定するため、 令和７年９月定例会において、
策定委員会からクリーンセンターの建設地として適していると答申を受け
た３候補地について、地質調査等の調査及び比較検討を行うための
補正予算を計上しました（審議の結果、現在継続審査となっていま
す）。調査内容の概要は以下のとおりとなります。
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ごみ焼却施設等検討特別委員会の設置

１．特別委員会の調査の目的

奈良市の喫緊の課題である新クリーンセンター建設に向けた議論につ
いて、候補地選定に至るプロセスが非常に重要である点を鑑み、次の
６点を調査目的とする「ごみ焼却施設等検討特別委員会」が令和７
年９月定例会において設置されることとなりました。

２．請願第２号の審議

「奈良市クリーンセンターの建設計画を一旦白紙に戻し基本的に見
直すことを求める請願」が奈良・都跡地域クリーンセンター建設反対の
会、六条東町自治会会長ほか10名より提出され、特別委員会におい
て審議されることとなりました。請願の趣旨は「建設用地について、策定
委員会より七条町・北之庄町・大和田町の３箇所が適しているとの答
申に従って事業を進めようとしているが、特に七条地区は多々問題があ
ることから、４つの観点で再検証をお願いするもの」とされています。

補正予算の調査内容の概要

施設配置・造成
計画の検討

３候補地について、各種法規制への対応の他、ごみ搬入
ルート、近接する住宅への配慮、現況自然環境改変への配
慮、災害リスクへの配慮等の観点から、合理的な概略造成
計画・概略施設配置を検討する。

地質調査
３候補地の代表点の地質調査を行うことで、必要な造成
費用を算出するための基礎資料とする。

建設費概算
見積徴収

施設配置等の検討結果を踏まえ、プラントメーカーを対象に
建設工事費の概算見積の徴収を行う。

アクセス道路
検討

検討したアクセス道のルートを踏まえ、アクセス道の概算事業
費を検討する。

地域振興策の
検討

最新の地域振興策の事例を整理し、各候補地の状況に合
うような地域振興策を検討することで、将来のまちづくりの可
能性を含めた各候補地の評価を行う。

パース作成
各候補地の施設パースを作成し、施設建設イメージを視覚
的にわかりやすく伝える。

交通量調査・交
通量推計

交通量調査を行い、各候補地周辺の交通への影響を明ら
かにする。

1. 七条地区の選定過程について検証を行うこと
2. 公害調停・策定委員会での決定事項の法的効力について検証を行うこと
3. 現計画の建設維持コストについて検証を行うこと
4. 現公害調停そのものについて再検証を行うこと

1. 国庫補助金等の対象範囲の調査と検討
2. ごみ焼却施設とリサイクル施設の分離方式及び防災の観点からごみ焼却施

設の分散の可能性などの検討
3. 最小限度の敷地面積で施設を整備した場合を想定した、遊休市有地ある

いは塩漬け土地の調査
4. 前述した３項目の検討と調査を踏まえた複数の候補地の検討
5. ごみ焼却施設のイニシャルコストだけではなく、ランニングコストも含めたトータ

ルコストの調査と検討
6. 前述した５つの観点で最適な解を検討し市民に分かりやすく示していくこと



各委員の意見の概要（令和７年9月24日）

現地建替の費用を出し、その建設費用や周辺整備費用の差を奈良市民に見せることも
また誠意ではないかと考える。差が出ているから、市財政のことや、それを負担する市民全
体のことも考えて、現地建替にするということもあるのではないか。

施設整備基本計画案の建設費は、一般的な焼却施設を建設したことを想定した場合
の金額であり、請願第２号の複雑・特異という指摘は事実とは異なると理解した。

市は洪水浸水想定区域だからといって費用が変わるわけでないと説明しているが、やはり
変わってくるはずであり、きっちりと検証するべき。また、物価高という観点を否定しないが、
他の自治体と比較して、単に物価高により数百億円の差が出ているのであれば、それを
証明すべきであり、特別委員会の中で検証していきたい。

公害調停は市と公害調停申請人と双方合意のもと和解したものであり、請願第２号に
おける調停条項の法的効力の解釈は、理事者の見解だけでなく、もう一方の当事者で
ある公害調停申請人の意見も踏まえて審査することが公平な姿勢ではないか。

市の独断専行で進めることのないように、地域住民との合意形成を大前提とすること、現
在検討を進めている単独での施設整備に向けて、公平公正な観点での検証の上に決
定されることを強く望む。

市有地を根拠として候補地を探ることが大変厳しい状況にあることが判明した。施設の分
離可能性、未利用地について、市有地であることという観点がどの程度の重みがあるのか
疑問に思う。10haを買収するという想定の中で、基準を５haにすればその半分で済むと
か、そういう単純なものでないと理解した。

北之庄町が３候補地のうちの１つになっていることについて、地元は市から話を聞いておら
ず、来たら反対すると言っている。答申により３候補地に決まった時点で地元に伝えるべ
きであり、市の進め方に疑念が残る。

今回の補正予算に計上された３候補地の調査費の否決は事業の停滞を招くことになる。
議会側からは、答申が出たあたりから、分散設置や広域化の再検討など、後戻りさせるよ
うな議論が出始めたと理解している。急激な物価上昇が足かせになっており、請願が再検
討に値するのか審議する必要がある。

調停条項は大事だが、施設の性格上、市民全体のプラスも考えて、現地建替のコストを
算出したうえで、特別委員会で審査すべき。20年やって適地が見つからなかったという事
実を議員としても真摯に受けとめ、市は柔軟な姿勢を示すときではないか。

調停条項の遵守は、議会でも全会一致で可決されて以降、市の姿勢がぶれたことがな
いと認識している。請願第２号の内容について、本日、各委員に配布された田中弁護士
（公害調停申請人の代理人弁護士）の意見書があるが、この内容も精査していく必要
があり、請願第２号は慎重に審議をすべき。

請願第２号にあるような、計画を一旦白紙に戻し再検証を求めることは、現工場の深刻
な老朽化を考えると、白紙にはできない問題と考える。候補地議論は、策定委員会から
答申を受け、市民や議会から理解を得ながら、可能な限り早期決着をしなければならず、
そのためにも候補地への調査は必要であると考える。
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ごみ焼却施設等検討特別委員会での意見（令和７年９月24日）

令和７年９月24日に開催された特別委員会では、請願第２号や補正予算、調査事件について、質疑・答弁が行われ、各議員からの意見の概要は以下
のとおりでした。また、審議の結果、請願第２号と補正予算について、継続審査されることとなりました。



各委員の意見の概要（令和７年11月18日①）

現在の施設の老朽化状況を踏まえると早急に審議を進める必要があると認識している。
また、公害調停は十分理解できるが、一方で、現在の社会状況や施設の状況を踏まえ
ると、現地建替を検討しないのではなく、市民にコスト比較を表して検討を重ねるという姿
勢が大事であると考える。

公害調停は法的拘束力のある契約であり、市は遵守すべき。一方的な破棄により、市
民と市の約束が今後、様々なところに影響すると危惧する。調停を順守し、市の責任とし
て事業を進めることを求める。

液状化リスクは策定委員会においてＰＬ値で評価されたが、調査してからリスクを判断す
るものであり、現段階で七条地区が有する懸念が解消されたわけではない。液状化以外
にも浸水リスクが想定される七条地区は、災害の観点から見ても、適切な場所とは言い
がたく、わざわざ候補地として選定される場所ではないものと考える。

策定委員会の答申を尊重し、調査予算は採決すべき。継続審査はスケジュール遅延を
招くものであり、早期の予算承認を求める。

土地費用、測量・地質調査費用、道路工事などの付帯費用の概算については、仮試算
でもよいので出していただきたい。

環境省が示しているプラスチックを含めたごみの問題について、市の計画に連動していくこと
が必要であり、焼却量をさらに減らして、環境政策と新クリーンセンターの建設に生かして
いくことも可能と考える。

請願第２号で提起されている内容の検証を行うための基礎情報が十分でないという点、
適正な審査が必要という点、基本計画のパース図面のイメージや施設整備費450億円
の内訳について市民が正確に認識していない点を踏まえると、請願第2号は継続審査す
べき。

議会は調査予算を継続審査とし、必要な行政行為を先送りにしており、計画全体が重
大な遅延をきたしている。県の公害審査会も市も移転を急ぐべきと方向性を示しているに
も関わらず、市民の安全確保という行政の義務の履行に対して議会だけがブレーキをかけ
ていると受け取られかねない。

策定委員会から出された３候補地で進めていく方針を市は示すが、請願が市民から相
次いで出され、議会で採択されたという事実に一切触れていないことは議会軽視であり、
七条地区が候補地として残っていることに公平性が欠けると考える。

9月補正予算の継続審査が、県の公害審査会からの義務履行勧告に繋がったと認識す
る。議会は補正予算を可決し、市は比較調査を進め、事業を着実に進めるべきである。

過剰投資とならないよう、ごみ焼却量の推計値については正確な数値を提示するよう求
める。

人口減少により、ごみ量の減少、財政規模の縮小が進行することから、コンパクトで持続
可能なごみ処理体制が必要とされる。分離建設は施設の二重化、運営コストの膨張に
つながり、国の方針とも逆行するため望ましくないと考える。また、今から分離建設の議論
を1からすることは重大な遅延リスクが含まれる。
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ごみ焼却施設等検討特別委員会での意見（令和７年11月18日 ①）

令和７年11月18日に開催された特別委員会では、9月24日に引き続き質疑・答弁が行われ、各議員からの意見の概要は以下のとおりでした。審議の結
果、請願第２号と補正予算は継続審査されることとなりました。
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ごみ焼却施設等検討特別委員会での意見（令和７年11月18日 ②）

各委員の意見の概要（令和７年11月18日②）

一部の地元住民や特定の事業者だけが利するのであれば、大きな費用をかけない形で
建設する方が市のためになると考える。また、同じ敷地に何が必要で、どの施設が離れて
もいいかという線引きによって、必要面積が変わり、それが様々な候補地の可能性に広が
るのではないか。市として求められていることを精査しながら構想を検討していただきたい。

施設建設の概算費用の算出を要望する意見があるが、調査しなければ概算予算も出せ
ないと考える。それがわかっているにかかわらず、継続審査としようとする今の議会のあり方
には問題があると考える。

市が調停を遵守することは理解できるが、間違った主張(住民間不平等の問題、現地建
替の場合、十分な環境配慮施設とすることで膨大な費用が必要で経済的に不合理)に
より調停が締結されたのであれば、約3000人の一部の市民だけではなく、全市民に説明
する責任があると考える。

策定委員会から答申があったにもかかわらず調査予算が認められない現状は異常であり、
迅速な結論を出すべき。時間だけが経過している今の状況は市民の思いとはかけ離れて
いる。

処理量減少に対応し、施設・敷地規模を縮小することや分離建設により、候補地の選
択肢が増えるのではないか。また、七条地区のような浸水リスクが高い場所での運営費用
について、立地場所により運営事業費が左右されることは考えにくいとのことだが、その可
能性はないことはないとも推測する。

広域化は国策であり、県市連携で広域化の実現を目指すべきであり、県内のごみ処理
施設を一体運営するような組織を設置すべき。また、将来的に奈良市に人口が集中する
ことも想定して人口想定に基づいた施設を建設してほしい。

請願が採択されたにも関わらず七条地区が候補地に入っていることに疑問がある。七条
町を除いた2候補地の調査予算とするのであれば賛成する。

七条町が入っていることがネックであるのなら、議会が補正予算を減額修正したらいいだけ
の話であり、それを市に減額して出し直してもらう必要性は一切ないと思う。

地域課題を解決していく施設ということであれば、様々な地域から検討してみようかという
ところが出てくると思う。調査予算は少しのあいだ我慢して、調査ぐらいしてみようかという
地域とコンタクトをしていく必要があるのではないか。

調査予算が継続審査となった理由がよくわからない。七条町が入ってるからとか、現地建
替の調査が入ってないとか、それぞれ反対する理由をまとめていただきたい。

※令和７年11月18日の特別委員会では多くの意見が出されたため、２ページにわたり記載しております。



各委員の意見の概要（令和７年12月15日）

明治地区自治協議会から提言が出された段階であり、議会で何も審議することはで
きないし、仮に策定委員会の答申が出たとしても、その取扱いは市長の判断となる。
候補地が3から4に変われば調査予算の増額が伴うものであり、そこで改めて、議会が
提言について審議できるようになるというプロセスであることを確認した。

今後、請願が出れば、行政としてその場所を除外しなければならないという形の判断
はあってはならないと考える。一方で、請願を無視するのではなく、今までなぜ請願が
出てきたのかということを、行政側として考えていただきたい。請願が出ている七条地区
への説明が十分ではないと考える。

市が策定委員会に明治地区自治協議会からの提言について諮るという意思表示をし
ていかなければ、これ以上の議論を本特別委員会でするのは難しい。明治地区自治
協議会からの提言を踏まえて、策定委員会で議論するようお願いする。
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ごみ焼却施設等検討特別委員会での意見（令和７年12月10日、15日）

令和７年12月10日及び15日に開催された特別委員会では、11月18日に引き続き質疑・答弁が行われ、審議の結果、請願第２号と補正予算は継続
審査されることとなりました。なお、12月10日の特別委員会では、明治地区自治協議会より、地質調査の相談に応じること、神殿町周辺地域を候補地とし
て受け入れるか検討する余地があることを趣旨とした「ゴミ処理施設建設候補地選考に関する提言」が提出されました。

各委員の意見の概要（令和７年12月10日）

公害調停申請人が住民間不平等を訴えていたにもかかわらず、策定委員会において
大和郡山市清掃センターが隣接する七条地区を候補地とすることは、公害調停の前
提を放棄していると捉えられ、見直す必要があるのではないか。

請願第２号における現地建替コストも含めて検証すべきとの声は、他の市民も同様
に疑問・懸念を抱いてると推察されるため、現地建替とその他の候補地のコスト比較を
市民に説明することが議員として求められていると考える。

20年のときを経て、社会情勢・防災意識の変化、市民感情に照らせば、採択された
請願の重みを受けとめ、公害調停にとらわれず、現地建替の可能性も含め、真に市
民全体の利益を最大化する選択肢を再検証すべき。

七条町は隣接地に既にクリーンセンターがあり、住民公平性の観点から即刻候補地か
ら外すべき。策定委員会では住民公平性の観点から議論されておらず、点数づけでも
請願の思いを十分に加味されていなかった。七条町は災害リスクが高く、防災拠点と
なる施設が立地に深刻な災害リスクを抱えていることは許されない。

公害調停が現に存在すること、また、住民側から取り下げられたわけでもないことから、
これを市が遵守をすることは、行政としての基本姿勢であると考える。公害調停に基づ
いた建設計画の議論を進めていくことが必要である。

必要最小限度の敷地・延床面積は調査しないと積算も比較もできないと考える。また
候補地によってポテンシャルは異なり、それぞれに合わせた計画が必要であり、調査予
算を前に進めていく必要があると考える。

明治地区自治協議会より提言のあった地域を含め、一刻も早く調査してもらいながら、
リサイクル施設などの分離設置も含めた中での議論を進めていきたい。

委員からは、現地建替の費用を計算すべきとの意見をする一方、現地建替を前提に
考えていないという非常に矛盾した質疑をされている。

特別委員会において全委員の意見を確認した結果、明治地
区自治協議会から提言のあった神殿町周辺地域について、策
定委員会で審議いただくべきとの意見が多数であった。
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